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時間帯 場　所日にち

12月7日(水)

12月8日(木)

12月14日(水)

12月20日(火)

12月21日(水)

12月28日(水)

茜老人憩の家 （打越）

下山集会所

楓老人憩の家（東狭間）

長久手ニュータウン集会所

老人憩の家「椿荘」（岩作石田）
　岩7地区

先達集会所

老人憩の家「椿荘」（岩作石田）
　岩6地区

長配三丁目集会所

10:00～12:00

10:00～12:00

10:00～12:00

14:30～16:30

13:30～15:30

10:00～12:00

13:30～15:30

13:30～15:30

記事ID 4740
　65歳以上の人を対象に、老人憩の家や地域の集会所で
の健康チェック、体操、創作などを行います。

いきいき倶楽部 長寿課　56-0639　 福祉の家の施設情報 記事ID 3403

福祉の家　64-6500 　

歩行浴インストラクターの来所日時
12月20日(火)10:00～11:00
歩行浴室・福祉浴室ともに利用休止
12月8日(木)、22日(木)10:00～11:30
歩行浴室のみ利用休止
12月7日(水)10:00～12:00
温泉スタンドの休止日
12月5日(月)

梅剪定講習会受講者募集
シルバー人材センター　62-9100

　12月9日（金）13:30～16:00頃
※雨天時12月12日（月）
　高齢者生きがいセンター2階会議室集合
　市内在住の６０歳以上の人　先着10人
　12月１日（木）から7日（水）までに電話・FAX・
シルバー人材センター窓口にて申込。

健康マイレージ対象事業健

健康マイレージ対象事業健

健
　温泉水の効用や浮力を利用することで、足や腰にかかる負担を減らし、筋力アップや無理のない体力づくり
をすることができます。歩行浴はしているが、もっと効率的にトレーニングをするにはどうしたらいいのか、と
考えている人向けの教室です。
　1月11日から3月1日（毎週水曜日、全8回）10:00～12:00
　福祉の家　歩行浴室
　市内在住の65歳以上の人で、福祉の家の歩行浴の利用に慣れている人（要支援・要介護認定者は除く）。定員16人。
　インストラクターによる、水中動作と水中ウォーキング等の実技の応用
　800円　※別途歩行浴室利用料として、毎回200円必要
　12月1日(木)から8日(木)までに福祉の家へ申込。電話申込可。定員を超えた場合は、介護になるおそれの高い
人から優先的に受付し、その後12月14日(水)11：30から公開抽選。

アクア教室 ～応用コース～

記事ID 4740介護予防事業 社会福祉協議会地域包括支援センター　64-1155
【申込先】福祉の家　64-6500　

記事 ID 8331

　市内在住の60歳以上の人を対象として、生きがい作りと交流を目的とした講座を開講します。
　どの講座も、初めて経験する人でも気軽に参加できる内容になっています。　　
　福祉の家
　市内在住の60歳以上の人（受講期間内に60歳になる人も可）　　受講料1回200円、材料費は実費負担
　12月1日（木）から9日（金）までに電話または窓口で申込。定員超過の場合は初受講者を優先し、それでも決定で
きなかった場合は12月12日（月）14：00から公開抽選。定員に満たない場合は、開講1週間前まで受付。申込者が5
人未満の場合は開講しません。申込結果については、12月14日（水）以降に通知します。

高齢者生涯学習講座 長寿課　56-0631　

金曜・午前
[初回]1/13

金曜・午後
[初回]1/6

水曜・午後
[初回]1/11

火曜・午前
[初回]1/17

水曜・午前
[初回]1/11

10回

10回

10回

10回

10回

15人

20人

20人

12人

10人

　 棒 び く す

もっとパソコンを楽しもう
～ワープロ活用編～

      すこやか太極拳

素 敵 な 編 み 物

内　容 曜日・時間帯 回数 定員講座名

    い やしのヨガ 呼吸に合わせて固くなっている筋肉や関節をゆっくり伸ばし、足腰を強化
して怪我をしにくい体を作っていきます。

90cmのヒノキ棒を使い、ストレッチ、筋トレ、マッサージ、脳トレなどを
行います。姿勢改善、肩こり、腰痛、膝痛などの改善を目指しましょう。

腹式呼吸で内臓を丈夫にし、ゆったりとした動きが新陳代謝を
高め筋肉や関節、足、腰を鍛える「楊名時八段錦太極拳」を行います。

かぎ針を使って、簡単で素敵な作品を作ります。

水曜・午後
[初回]1/11 10回 16人た のし い 絵 手 紙 「下手でいい、下手がいい」の絵手紙を楽しく作成します。

自治会の資料や住所録を作成しながら、ワープロと表計算ソフトの基本
操作を楽しく学びましょう。

健

健

健

認知症家族交流会
長寿課　56-0639

ほっと一息
家族同士で集まって
介護の悩みを話した
り、情報交換してみ
ませんか？

記事 ID 3391

　12月16日（金）13：30～15：30
　福祉の家　2階　会議室
　認知症の人を介護している家族
　事前申込不要

暖房器具を正しく使いましょう　問消防本部予防課　62-1152 記事ID 9382

　これからの季節は、自宅での暖房器具の使用が増えますが、その使用方法を誤ると、思いがけない火災を引き起こします。
安全で快適な生活ができるように、正しい使用方法を守りましょう。

ストーブ全般
・ カーテン等から離して使用する。 
・ 紙、衣類など燃えやすいものを近くに置かない。
・ 周囲に洗濯物を干さない。
・ ヘアスプレー等を近くで使用しない。また、近くに放置しない。
・ 部屋に誰もいなくなる時または寝る時にはストーブの火を消す。

①石油ストーブ
・ 点火したまま燃料を補給しない。
・ 燃料缶は冷暗所に保管し、きちんと蓋を閉める。 
・ 燃料缶は「試験確認済証」が貼られている物を使用する。 
・ 自宅に灯油以外の石油類（ガソリンなど）がある場合、種類を

間違って給油しない。

②電気ストーブ  
・ 電源コードを束ねて使用しない。 
・ コンセントを差しっぱなしにしないで、定期的に掃除する。 
・ タコ足配線をしない。

③ガスストーブ
・ 一定時間ごとに換気をする。 
・ 一酸化炭素中毒を防ぐため、

ストーブの給気、排気口に詰
まりなどがないか点検する。 

・ ガス栓にホースが確実に接
続されているか注意する。 

・ 使用中に「いやな臭い」「炎の
あふれ」などがあった場合は
使用を中止する。

こたつ
・ こたつの中に衣類などの燃えやすい物を放置しない。  

　・ 電気コードをこたつの脚で踏みつけるなど、電気コード  
　 に荷重をかけない。 

電気毛布、電気マット
・ ヒーター線に「重なり」「折りぐせ」などがないか注意する。

　・ 表面の破れなどによりヒーター線が露出していないか注
 　意する。

住宅用火災警報器の電池切れに注意
　警報器は平成１８年６月に施行された改正消防法で
新築住宅に設置が義務付けられ、愛知県では平成２０
年に既存住宅を含めた対象へと拡大されました。
　警報器の設置が義務化されて１０年が過ぎ、電池
切れなどで作動しなくなる
恐れがあり、実際に作動し
なかったケースが出始めて
います。日常的な手入れを
行い、作動確認及び定期的
な点検を行ってください。

27　2 016年12月号

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=4740
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=3403
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=9382

